
令和４ 年度公益財団法人東京都歴史文化財団 

東京文化会館の事業に係る 補助金交付要綱 

 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

３ 生文企第１ ６ ３ ８ 号 

 

（ 目的）  

第１  こ の要綱は、 公益財団法人東京都歴史文化財団（ 以下「 財団」 と いう 。 ） に対し 、 東

京文化会館の事業に要する 経費の補助を 行う ために必要な事項を 定め、も っ て東京都にお

ける 芸術文化の振興並びに都市の歴史及び文化の継承と その発展を図り 、 創造性に満ち、

潤いのある 地域社会づく り に寄与する こ と を目的と する 。  

 

（ 補助対象事業）  

第２  補助の対象と なる 事業（ 以下「 補助事業」 と いう 。 ） は、 地域文化の活性化のための

文化活動の支援助成のために東京文化会館が行う 次に該当する 事業と する 。  

 ( 1)  フ レ ッ シュ 名曲コ ンサート 事業 

 

（ 補助対象経費）  

第３  補助の対象と なる 経費は、補助事業の実施に必要な経費と し 、次に掲げる 経費と する 。 

 ( 1)  事業費及び管理費 

 ( 2)  固定資産及び特定資産の取得 

 

（ 補助金の交付額）  

第４  第３ の経費区分に対応する 補助額は、 次に掲げる 額と し 、 予算の範囲内において補助

する 。  

( 1)  事業費及び管理費よ り 固定資産及び各種引当金に係る 費用を 差し 引いた額から 、 事

業費及び管理費に充当し た基本財産運用益、 事業の実施に伴う 収益（ 受取寄付金及び

協賛金を 含む。 ） 、 雑収益、 他会計振替額及び特定資産取崩額を 差し 引いた額 

( 2)  固定資産取得及び特定資産取得から 、 収益（ 受取寄付金及び協賛金を 含む。 ） 、 雑

収益、 他会計振替額及び特定資産取崩額を 差し 引いた額 

 

（ 補助金の交付時期等）  

第５  こ の補助金は、 財団の事業計画及び事業執行状況に応じ て交付する も のと し 、 概算払

と する 。  

２  交付時期は、 原則と し て、 四半期ごと の年４ 回と する 。  

 

（ 補助金の交付申請）  

第６  財団は、補助金の交付を 受けよ う と する と き は、補助金交付申請書（ 別記第１ 号様式）

に次に掲げる 書類を 添付し て、 東京都知事（ 以下「 知事」 と いう 。 ） に提出する も のと す

る 。  



 ( 1)  令和４ 年度予算執行計画書 

 ( 2)  令和４ 年度事業計画書及び収支予算書 

 ( 3)  定款 

 ( 4)  印鑑証明書 

 ( 5)  その他知事が必要と 認める 書類 

 

（ 補助金の交付決定及び通知）  

第７  知事は、 第６ の規定によ る 申請を 受理し た場合において、 その内容を 審査し 、 補助金

を 交付する と 決定し たと き は、 補助金交付決定書（ 別記第２ 号様式） によ り 、 財団に通知

する 。  

２  知事は、 １ の場合において、 適正な交付を 行う ため必要がある と 認める と き は、 補助金

の交付の申請に係る 事項につき 修正を 加え、又は条件を 付し て交付の決定を する こ と がで

き る 。  

 

（ 申請の撤回）  

第８  財団は、 第７ の規定によ る 通知を受けた場合において、 当該通知に係る 補助金の交付

の決定の内容又はこ れに付さ れた条件に異議がある と き は、当該通知を 受けた日の翌日か

ら １ ４ 日以内に申請を 撤回する こ と ができ る 。  

 

（ 補助金の請求）  

第９  財団は、 補助金の支払を 受けよ う と する と き は、 請求書（ 別記第３ 号様式） を知事に

提出し なければなら ない。  

２  知事は、 １ の請求書の提出を 受けた場合において、 その内容を 審査し 、 補助金の支払を

適当と 認めたと き は、 こ れを 支払う も のと する 。  

 

（ 承認事項）  

第10 財団は、 次の( 1) から ( 3) ま でのいずれかに該当する と き は、 あら かじ め知事の承認を

受けなければなら ない。 ただし 、 ( 1) 及び( 2) に掲げる 事項のう ち、 定額補助対象事業につ

いては、 報告を も っ て代える こ と ができ る 。  

 ( 1)  補助事業に要する 経費の配分を変更し よ う と する と き 。  

 ( 2)  補助事業の内容を 変更し よ う と する と き 。  

 ( 3)  補助事業を 中止し 、 又は廃止し よ う と する と き 。  

 

（ 変更承認申請）  

第11 財団は、 第10の規定によ る 承認を 受けよ う と する と き は、 変更承認申請書（ 別記第４

号様式） を 知事に提出し なければなら ない。  

 

（ 変更承認）  

第12 知事は、 第11の申請を 受理し た場合において、 申請の内容を 審査し 、 変更を 承認する

こ と を 決定し たと き は、 変更承認書（ 別記第５ 号様式） を 交付し 、 承認し ないこ と と 決定

し たと き は、 通知書（ 別記第６ 号様式） によ り その旨通知する 。  



 

（ 状況報告）  

第13 知事は、 必要がある と 認める と き は、 財団に対し 補助事業の実施状況に関する 報告書

の提出を 求め、 又は帳簿等の検査を 行う こ と ができ る 。  

 

（ 補助事業の遂行命令等）  

第14  知事は、 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ２ １ 条第２ 項の規定によ る 調査

等によ り 、補助事業が補助金の交付の決定内容又はこ れに付し た条件に従っ て遂行さ れて

いないと 認める と き は、 財団に対し 、 こ れら に従って補助事業を 遂行すべき こ と を 命令す

る こ と ができ る 。  

２  財団が１ の命令に違反し たと き は、 知事は、 補助事業の一時停止を命ずる こ と ができ る 。 

 

（ 補助事業の完了時期）  

第15 補助事業は、 令和５ 年３ 月３ １ 日ま でに完了し なければなら ない。  

 

（ 実績報告）  

第16 財団は、 令和４ 年度終了後速やかに実績報告書（ 別記第７ 号様式） を 知事に提出し な

ければなら ない。  

  なお、 補助金精算額の報告に当たっては、 補助事業全体の収支内訳と と も に定額補助対

象事業の収支内訳を 示さ なければなら ない。  

 

（ 補助金の額の確定）  

第17 知事は、 第16の規定によ り 実績報告を 受けた場合において、 実績報告書の審査及び必

要に応じ て行う 現地調査等によ り 、当該報告に係る 補助事業の成果がこ の交付の決定の内

容及びこ れに付し た条件に適合する も のと 認めたと き は、交付すべき 補助金の額を 確定し 、

額の確定書（ 別記第８ 号様式） によ り 、 財団に対し 通知する 。  

 

（ 是正のための措置）  

第18 知事は、 第17の規定によ る 審査の結果、 補助事業の成果が、 補助金の交付決定の内容

又はこ れに付し た条件に適合し ていないと 認める と き は、財団に対し 当該補助事業につき 、

こ れに適合さ せる ための処置を 採る べき こ と を 命ずる こ と ができ る 。  

 

（ 決定の取消し ）  

第19 知事は、補助金の交付決定を 受けた財団が次の( 1) から ( 3) ま でのいずれかに該当し た

場合は、 補助金の交付決定の全部又は一部を取り 消すこ と がある 。  

 ( 1)  偽り その他不正の手段によ り 補助金の交付を 受けたと き 。  

 ( 2)  補助金を 他の用途に使用し たと き 。  

 ( 3)  その他補助金の交付決定の内容又はこ れに付し た条件その他法令又は東京都補助金

等交付規則（ 昭和３ ７ 年東京都規則第１ ４ １ 号） に基づく 命令に違反し たと き 。  

２  前項の規定は、 第17の額の確定があっ た後においても 適用がある も のと する 。  

 



（ 補助金の返還）  

第20 知事は、 第19 １ の規定によ り 補助金の交付決定を 取り 消し た場合において、 当該取

消し に係る 部分に関し 、 既に補助金が交付さ れている と き は、 期限を 定めてその返還を 命

ずる 。  

２  第17によ り 交付すべき 補助金の額が確定し た場合において、既にその額を超える 補助金

が交付さ れている と き は、 期限を定めてその返還を 命ずる 。  

 

（ 違約加算金）  

第21 財団は、 第20 １ の規定によ り 補助金の交付の決定の全部又は一部を取り 消さ れ、 その

返還を命ぜら れたと き は、 当該補助金を受領し た日から 納付の日ま での日数に応じ 、 当該補

助金の額( その一部を納付し た場合における その後の期間については、 既納付額を控除し た

額) につき 、 年10. 95パーセント の割合で計算し た違約加算金（ 100円未満の場合を除く 。 ）

を納付し なければなら ない。  

２  １ の規定によ り 違約加算金の納付を命じ た場合において、 納付し た金額が返還を命じ た補

助金の金額に達する ま では、 その納付金額は、 ま ず、 当該返還を命じ た補助金の額に充てる

も のと する 。  

 

（ 延滞金）  

第22 財団は、 補助金の返還を命じ ら れた場合において、 こ れを納付期日ま でに納付し なかっ

たと き は、 納期日の翌日から 納付の日ま での日数に応じ 、 その未納付額につき 、 年10. 95パ

ーセント の割合で計算し た延滞金（ 100円未満の場合を除く 。） を納付し なければなら ない。  

２  １ の規定によ り 延滞金の納付を命ぜら れた場合において、 返還を命じ ら れた補助金の未納

付額の一部が納付さ れたと き は、 当該納付の日の翌日以後の期間に係る 延滞金の計算の基礎

と なる べき 未納付額は、 その納付金額を控除し た額によ る も のと する 。  

 

（ 財産処分の制限）  

第23 財団は、 補助事業によ り 取得し 、 又は効用を 増加し た財産を 補助金の交付目的に反し

て使用し 、 譲渡し 、 交換し 、 貸し 付け、 又は担保に供し よ う と する と き は、 あら かじ め知

事の承認を 受けなければなら ない。  

２  １ の承認を 受けて、 補助事業によ り 取得し 、 又は効用を 増加し た財産を処分する こ と に

よ り 収入があっ た場合は、 知事は、 その収入の全部又は一部を 都に納付さ せる こ と ができ

る 。  

（ 帳簿等の整理保管）  

第24 財団は、 補助事業に係る 収入及び支出を 明ら かにし た帳簿を 備え、 当該収入及び支出

について証拠書類を 整理し 、 かつ、 当該帳簿及び証拠書類を事業が終了し た日の属する 会

計年度終了後５ 年間保管し なければなら ない。  

 

（ その他）  

第25 こ の補助金の交付に関し ては、 こ の要綱に定める も ののほか、 東京都補助金等交付規

則の定める と こ ろによ る 。  

 



   附 則 

こ の要綱は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。   


